
栄養改善配食事業　利用の流れ
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作成

※申請日の属する月の翌月から3か月ごとに以下を繰り返します

食生活確認票

の提出依頼

食生活確認票

の提出

評価表受領

管理栄養士の

評価を基に

モニタリング

※利用期間を延⾧する場合は延⾧申請を利用期間終了の日の１か月前から７日前までに提出すること

で延⾧が可能です（６か月が限度）。

※延⾧した場合も３か月ごとに評価します。

※３か月後の評価、及び延⾧した場合の３か月後の評価の際には、市の管理栄養士が訪問指導を

行います。
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結果の提出
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